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1. はじめに

ここ数年というごく短い期間で、初等、中等、
高等教育の別を問わず、教育への第三者評価の導
入が急速に進んでいる。教育は誰もが体験し、ま
た身近な存在であるがために、教育の評価は容易
であると思われがちである。しかし、実際にはこ
れほど評価が困難な事業はない。例えば、教育の
成果は多様であり、目に見えず、個人に依存し、
広く波及し、長期的な展望を必要とし、そして極
めて広範な利害関係者が相反する利害を有しつつ
強く主張もしている。さらに、大学を評価すると

なれば、学術・研究という高度な専門性とその特
殊性を考慮に入れる必要がある。このような特殊
な事業評価を、どうすれば誰もが納得するような
形で遂行できるのかという命題は、最適解がある
のかどうかすらわからない。

教育に限らず、これまでに評価関係者は評価を
通じてどのように政策や事業をより良くしていく
かということに努力してきた。しかし、評価とい
う事業自体もまた、人的資源や資金を必要とし、
事業や組織、さらには社会を良くしていくための
一つの事業に他ならない。事業である以上は、改
善や説明責任の遂行を目的とする評価という活
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動、それ自体にも、改善の必要や説明責任が生じ
ている。実際に、大学の第三者評価を目的に創設
された大学評価・学位授与機構（以下「機構」と
記す。）による試行的大学評価では、評価が大学
に大きな負担と影響とを与えることから、評価対
象である大学側から常に「メタ評価（評価の評価）」
の実施を求められてきた（例えば国立大学協会
2002, 2003a, 2003b）。
「評価の評価」を意味するメタ評価は決して新

しい概念ではない。例えば、大川（2002）は
ODAプロジェクトの評価をメタ評価し、妥当性、
論理性、費用効果の視点の欠如などを指摘してい
る。また国際協力機構外部有識者事業評価委員
会／2次評価作業部会（2006）は、3回目の2次評
価結果として公表されており、多くの事業評価報
告書を客観的かつ定量的に評価し、共通する傾向
や特徴的な傾向を導き出すことによって国際協力
機構の評価の質の改善に寄与している。しかし、
これらの研究は主として「評価が適切に行われた
か」という評価にとどまる。つまり、事業評価と
して見た場合には、活動、あるいはプロセスの評
価であって、アウトプット、アウトカムの評価で
はない。評価事業を他の事業と同様に評価するた
めには、評価の目的である「改善を通じた質の向
上」や「説明責任を果たす」という、アウトカム
を評価しなければならないのは当然である。

本研究は、機構が過去に行った試行的大学評価
を1つの事業としてとらえ、そのアウトプットや
アウトカムの評価を行うことにより、優れた点と
問題点とを明らかにするとともに、試行的評価で
得られた経験と教訓とを新たな評価システムに活
かすことを目的とする。

2．大学評価・学位授与機構による試行的
大学評価の概要

（1）試行的大学評価の背景

大学の評価は、1991年の大学設置基準の大綱化
に伴い、自己点検・評価が努力義務化されたこと
で大きく展開した。つまり、大学に対する法的規
制を弾力化して大学の自主的かつ自律的な改革を

図る一方、評価を通じて自らの努力で質の向上を
行うよう促したのである。多くの大学が自己点
検・評価を実施したものの、実際には形式的評価
に陥り、改善に十分結び付かない例も多くあった。
そのため、大学審議会（1998）は、自己点検・評
価の充実を図るとともに、第三者評価システムの
導入などを通じて多元的な評価を行い、大学の個
性を伸ばし、教育研究の内容・方法の改善につな
げるシステムを確立する必要を示した。これに基
づき、1999年には自己点検・評価が努力義務から
義務とされ、さらに外部評価が努力義務とされた。
そして2000年には、大学の第三者評価を行う機関
として大学評価・学位授与機構が改組によって設
立された。

機構は、本格的な第三者評価の実施を2004年度
に設定し、当面は大学評価に関する経験を蓄積す
るため、学問分野・機関数を絞って段階的に大学
評価を実施することとした。この試行的評価は、
2000年度から2003年度まで、設置者から要請のあ
った国立大学及び大学共同利用機関（以下「大学」
と記す。）を対象とし、全学テーマ別評価、分野
別教育評価、分野別研究評価の3つのテーマに分
けて、3回のサイクルで実施された。全学テーマ
別評価では評価対象は大学全体であり、主として
すべての対象機関の協力のもと、「教育サービス
面における社会貢献」、「教養教育」、「研究活動面
における社会との連携及び協力」、「国際的な連携
及び交流活動」の4つの評価が実施された。分野
別教育評価、同研究評価では学部または該当組織
を対象に、理学、医学、法学、教育学、工学、人
文学、経済学、農学、総合科学の9分野を対象と
する評価が実施された。4年間の実施期間で評価
を実施した機関は122機関、延べ550組織に上った。

2004年度から予定されていた第三者評価の本格
実施は、学校教育法の改正及び国立大学法人法の
制定等により実際には行われなかった。しかし、
機構は、大学、短期大学、法科大学院、高等専門
学校を対象とした認証評価機関の一つとして2005
年度から認証評価を実施しており、また国立大学
法人評価に際しても国立大学法人評価委員会の要
請を受けて教育・研究活動に関する評価を実施す
る予定である。試行的大学評価で得られた教訓は、
これらの評価の基礎として活かされる。
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（2）試行的大学評価の方法

機構による試行的大学評価は、「大学の教育研
究水準の向上に資するため、大学の教育研究活動
等の状況について評価を行い、その結果について、
当該大学及びその設置者に提供し、並びに公表す
ること」を目的とし、実施された。

図1は機構の行った試行的評価のプロセスを示
したものである。評価は評価対象機関による自己
評価と、訪問調査あるいはヒアリングが基礎とな
る。最初に、機構において大学評価委員会、各専
門委員会が評価の内容・方法を決定し、評価対象
機関に提示、説明を行う。評価対象機関はそれに
基づいて自己評価を行う。専門委員会は提出され
た自己評価書に関して書面調査を行い、不明な点
等についてヒアリングまたは訪問調査で確認し、
そして評価結果が作成される。なお、評価に際し
ては、機関別に編成された評価チームや、学問分
野別に編成された部会が実際の評価にあたる。評
価結果は公表の前に各評価対象機関に通知され、
意見申し立てを経て評価結果が確定される。最終

的に、評価報告書は対象機関・設置者にフィード
バックされることにより、対象機関における質的
向上を促進することが期待され、また社会に対す
る公表によって、アカウンタビリティの促進が期
待されている。

3. 分析方法

本研究で分析対象としたデータは、試行的評価
の中であらゆる機会で収集してきた（1）意見調
査の結果に加え、今回の検証作業で改めて（2）
質問紙調査、（3）インタビュー調査を実施し、収
集したものである。

（1）意見調査：機構が評価実施の際に、各実施
段階において評価対象機関、評価者、関係団体
に行った意見照会の結果である。調査方法は、
主として自由記述形式の質問紙を用いての郵送
調査であり、文章単位で5,000以上の意見が収
集された。それらの意見を取りまとめた結果、
およそ500の意見に集約された。なお、詳細な
結果は紙面の都合で省略しているが、研究評価
については林ら（2003）、全学テーマ別評価に
ついては齋藤（2004, 2005）、ならびに試行的評
価に関する検証委員会（2004）を参照されたい。

（2）質問紙調査：質問紙は（1）の集約された
意見を参考に作成され、調査は平成16年7月に
すべての評価対象機関に対して郵送法で行われ
た。この調査では、（1）の調査でカバーされて
いない、大学内の評価の過程や評価の成果等に
ついての情報収集を行った。質問紙への回答は、
各機関内での自己評価を実際に担当した方にお
願いし、回収数は539（回収率98%）であった。

（3）インタビュー調査：地域や規模等を考慮し、
9大学及び1大学共同利用機関に協力をお願い
し、平成16年9月から10月にかけてインタビュ
ー調査を実施した。調査協力者は、評価担当者
及び大学の運営に携わる方々であり、（1）（2）
で十分に把握できなかった大学内の事柄につい
て調査を行った。
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（2）（3）の調査及び検証作業は、機構の試行的
評価の当初の実施計画に基づき設計されたロジッ
クモデルに基づいて行われた。ロジックモデルと
は、プログラムの要素（資源）、活動、アウトプ
ット、アウトカムについて、またそれらの因果関
係について明確なモデルとして示し、プログラム
の問題解決に役立てる手法である（Bickman
1987, Wholey 1983, 1987）。実用に際しては、左か
ら右へ、因果関係を同定した図を用いることが多
い（例えばW.K. Kellogg Foundation 1998, 2004）。
ロジックモデルは、問題解決にどの点を重視する
かによって、セオリー・モデル、アウトカム・モ
デル、アクティビティ・モデル（あるいはそれら
の複合モデル）と分類されたり（W.K. Kellogg
Foundation  2004）、モデルの使用方法に関しても、
プログラムのライフスパンの中で、フィージビリ
ティ評価のため、改善のため、モニタリングシス
テムの開発のため、そして教訓の蓄積のためと、
様々な目的で使用されたりする（Savaya and
Waysman 2005）。また、ロジックモデルという名
称や形式以外にも、プログラム・セオリーを使用
するという点を中心に、多くのバリエーションが
存在している（McLaughlin and Jordan 1999）。ど
の方法においても、プログラムを因果関係で捉え、
問題点を抽出し、プログラムをより良いものにす
るという点は変わりない。そして、ロジックモデ
ルの形式は変更不可能な決まり事ではなく、評価
対象となる事業を明確に表す上での適切なモデル
の選択は評価者に委ねられる。

本研究では、科学技術政策評価で定評のある英
国マンチェスター大学のPREST（Policy Research
in Engineering, Science and Technology: 工学科学技
術政策研究所）の提唱するロジックダイアグラム
を基礎として、プログラムのモデル構築を行った。
このロジックダイアグラムでは、上下の階層構造
で上位レベルの目的、下位レベルの目的、活動、
期待されるアウトプット、アウトカム、インパク
トの順に要素を並べ、それらの因果関係をリンク
させる。目的と期待されるアウトカムを別の階層
とすることにより、目的には明示されにくい効果、
負の効果、スピルオーバー的な効果についても明
確に示されることを特徴とする（林 2002）。本研
究でロジックダイアグラムを用いる目的は、試行

的大学評価を一つの事業として捉え、今後の大学
評価のための論点整理とともに教訓を導くことに
ある。その点、PRESTのモデルは主たるプログラ
ムの目的のみならず、さまざまな成果を考慮する
ことができる点でふさわしいと考えられる。なお、
ロジックダイアグラムの構築に関しては、試行的
評価が当初の評価設計通りに遂行されたか、また
その遂行に際して当初の想定と異なる点がないか
どうか等を検討することが重要であるとの考えの
もと、当初の評価の設計（基本的枠組み）をその
ままモデルに組み込んで分析を行った。

以下に示すような45の要因を設定し、因果関係
に基づき構築されたロジックダイアグラムは後の
図6に示すとおりである。

目的（2）：大学の質の向上とアカウンタビリティ
目標（5）：目的を達成するための具体的な課題

（必須とする要素）
基本的枠組み（9）：評価手法として容れなけれ

ばならない要因
投入（評価の体制）（機構3、対象機関1）：評価、

改善、公表の各体制
活動（評価の実施）（機構4、対象機関1）：評価

に伴う各種の活動（評価方法を含む）
結果（5）：評価結果、評価経験の蓄積と改善、

作業負担、マスメディアによる報道
成果（対象機関8、社会5）：評価経験の蓄積、

活動の改善、社会からの理解等の各種成果
目的の達成（2）：大学の質の向上とアカウンタ

ビリティ

4．分析結果

分析は、試行的評価のインプット、プロセス、
アウトプット、アウトカムのすべてについて、網
羅的に実施した。その結果、「目的」、「目標」の
構成、一連の「評価の基本的な枠組み」に関して
はおおむね良好な結果であり、一部の要素を除い
て設計通り実施されたという結論を得た。評価を
行う機構側の「活動」の問題点として、評価の目
的や方法の理解に関する問題等が挙げられたが、
試行的評価の進行とともに改善された。一方、評
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価の対象機関側の「投入」と「活動」（図6：中央
右側）、一連の「結果」及び「成果」（図6：下段）
は、その一部または全体的に、問題が生じていた
ことが明らかとなった。

そのため、ここでは対象機関側の「投入」と
「活動」、つまり自己評価のプロセスと、試行的評
価全体としての「結果」と「成果」の分析結果に
ついて論ずる。

（1）自己評価のプロセス（対象機関側の「投入」
と「活動」）

質問紙調査の結果、多くの機関では自己評価を
担当する組織として委員会形式の組織が挙げられ
た。これら組織は約9割が常設の組織であり、既
存の自己点検・評価の体制で試行的評価に対応し
ていたことが明らかとなった。そして、実際の作
業のために、評価担当組織の下にワーキンググル
ープや部会などを設けている機関が多くを占め
た。インタビュー調査では、当初は委員会組織
で対応していたものの、実際には対象テーマに
関する専門性が必要となることからワーキング
グループ等を設置した機関もあり、過年度の評
価経験を踏まえて適切な自己評価体制を模索し
た過程がうかがえる。また、中には評価に特化
した常設の専門組織を設置している機関も見ら
れた。インタビューでは、評価専門部署を設け
ることで、より全学的な組織的連携の下で評価
を実行、統括できるため、問題点の把握等も認
識しやすくなったとのことであり、この試行的
評価の経験が昨今の国立大学内での評価関係組
織の充実に繋がっている。

自己評価等の作業量については、意見調査では
評価担当者に過大な負担が強いられているという
意見がきわめて多くあった。図2は自己評価担当
者の作業負担に関する質問紙調査の結果である
が、「1.自己評価書作成のための作業量」につい
て、「負担が大きい（5段階評価のうち4と5）」と
する回答が9割を超えており、評価負担の軽減は
必要不可欠と言える。しかし、「3. 評価作業の負
担が少数の人員に集中していた」という質問に対
する肯定的意見も同じく9割を超えていることか
ら、負担が大きい理由として、評価作業が日常の

業務に位置づけられていないこと、そして評価作
業が一部の部署・人員に集中しているという評価
対象組織内の要因が挙げられる。

（2）評価結果の適切さと公表方法（「結果」）

試行的評価の評価結果は、大学の目的に即して、
評価項目ごとに判断結果を定型句で表現するとと
もに、優れた点と改善を要する点を評価報告書の
中で指摘した。評価結果は試行的評価事業の評価
の中で最も配慮すべき事柄の一つであるが、この
評価結果（評価報告書の内容）の適切性について、
評価対象機関の回答を表したものが図3である。
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この結果から、評価結果は評価対象機関からお
おむね肯定的に受け入れられている。判定結果、
報告書の記述とも大学からの評価は悪くはない。
しかし、「6.研究の社会的効果」、「7.自大学の規模
や制約（資源・制度など）の考慮」については肯
定的回答の割合が相対的に低く、比較的困難な社
会的効果の慎重な扱い、そして各大学の特性をよ
り考慮した評価が求められている。

これらの評価結果が「成果」を生むためには、
それが関係者に伝わらなければならない。対象機
関に対しては直接通知するために問題はないが、
社会に対しては評価機関が結果を公開するだけで
は周知に限界があるため、ロジックダイアグラム
上、評価の「活動」と社会における「成果」とを
結ぶ「マスメディアにおける報道」の役割が重要
となる。

しかし、意見調査において、評価結果の公表方
法に対する非常に多くの批判が寄せられた。特に
マスメディア等による評価結果の取扱いについて
の批判である。評価結果は目的に即したものであ
るため、結果の比較は意味を持たないという認識
を評価者側と評価対象機関で共有し、評価を実施
し、記者発表の際にも十分に説明をしたにもかか
わらず、評価結果がランキングの形で報道された
り、大学間の比較をされたり、あるいは良い結果
を得た項目は報じられず悪い結果のみがクローズ
アップされるなど、大学評価の意図とその報道の
され方には大きな隔たりがあった。つまり、その
ような評価結果の表し方は、現状の報道には適さ
ないということであり、さらには社会の捉え方と
も乖離しているということである。わかりやすい
評価という意味では、その要求に答えられていな
かった点を見過ごすことはできないし、逆に社会
にランキングではない大学評価手法の説明をする
必要もある。メディアが大学評価に果たす役割は、
機構の評価が最終的に判断を社会に委ねる以上、
機構と大学の利害関係者とを結ぶ意味で極めて重
要であり、この関係は新たな評価制度でも変わり
ない。評価の趣旨・ねらいやその評価結果のとら
え方等、さらには大学の実際の状況の理解につい
て、社会からより的確な理解が得られるよう、社
会に対する、機構、大学双方の一層の努力が求め
られる。

（3）大学の質の向上（対象機関で発現する「成果」）

大学の質の向上を実現するために、試行的評価
の基本的枠組みでは「大学の主体的な改善を促す
評価」、「大学の個性を伸ばす評価」が目標とされ
た。これらの目標の達成について質問紙調査で確
認したところ、その結果は図4のようになった。

「2.当該活動の改善を促進した」、「5. 組織的に運
営する重要性が自大学内に浸透した」等、6割以
上が肯定的な回答であり、自己点検・評価との比
較を求めた項目も肯定的回答である。当初の設計
通り、評価が改善を通じての質の向上に繋がって
いることが見て取れる。

これは、自己評価よりも第三者評価が優れてい
るということを意味するものではない。インタビ
ュー調査では、自己評価によって自大学の課題を
把握することができたというような意見が多くあ
り、評価の一環として、自組織に都合の良い自己
点検・評価ではなく、外部の者によって決められ
た項目で実施した自己評価作業自体が、大学の改
善に向けて有効に機能したものと考えられる。ま
た、大学評価が、その後の中期計画の策定、マネ
ジメントの改善や、評価の重要性の認識等にも繋
がっていることは、その効果が多様であることを
意味している。

さらに、評価後の具体的な改善実例についての
記述を求め、それらの各改善実例について機構の
評価がどの程度参考となったかを質問したとこ
ろ、全対象機関122機関中の109機関（89%）から、
のべ1,024件の回答が得られた。その結果をまと
めたものが表1である。

回答のあった改善実例のうち、全評価区分を通
じて多かった実例としては、学内組織の連携強
化／整備に関するものや、自大学内での評価体制
の整備や改善システムの強化（体制整備、根拠資
料等の収集の経常化、アンケート等による問題点
の把握など）、周知公表の体制（活動）の強化・
充実など、教育研究活動等を実施する上での基盤
的な部分の更なる改善に関する事項が挙げられ
る。これらについて、評価の参考度が4（ある程
度参考となった）以上であるものは825件（81%）
となった。このことからも、改善の促進に関して
試行的評価の一定程度の貢献が認められる。
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しかし、これら改善の促進は、評価結果を受け
ての改善のみならず、試行的評価への組織として
の対応、また自己評価の過程が直接的に改善を促
したとする意見がインタビュー調査では多くあっ
た。例えば、既に自己点検・評価や日常の活動の
中で認識されていた課題に関して、試行的評価を
契機に積年の課題への取り組みが一挙に進んだと
いうコメントもあり、機構の評価が改善の促進装
置として働いたことが指摘できる。これは当初の
想定とは異なる因果関係となっている。さらに、

「評価対象の活動を組織的に運営することの重要

性が自大学内に浸透した」などのマネジメント上
の意識改革の効果についても半数以上の肯定的回
答が得られており、大学の改善への間接的な効果
も少なからず存在したと言える。

一方、個性の伸長については肯定的な回答が4
割程度にとどまった。このことは、大学の多様性
を尊重するために採られた「目的に即した評価」
という評価の枠組みが、個性を犠牲にしないため
には機能しても、個性の促進のためには十分では
ないことを示している。また、試行的評価を実行
可能なものとするために、項目、要素、観点等の

大学評価・学位授与機構による試行的大学評価事業の評価
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設定をしたことなどもこの結果に影響を与えてい
ると考えられる。

問題点としては、自己評価に携わった担当者間
では、評価の目的や評価に基づく改善等の枠組み
を十分に理解しているが、それが少数の人員に限
られており、評価に携わった者が有する情報や経
験が他の教職員には十分伝わっていないという状
況にあることが各調査から明らかとなった。組織
としてのさらなる質の向上のためには、情報や経
験が組織の中で広く伝わるような体制の確立が不
可欠であると考えられる。

（4）大学の諸活動の社会への説明（アカウンタ
ビリティ）に関する成果（社会で発現する
「成果」）

試行的評価の2つ目の目的である「大学の諸活
動の社会への説明」の実現のためには、評価自体
が「社会が大学の状況を把握できる評価」である
ことが求められた。機構の評価結果によって社会
の理解が増進されたかについて質問した結果が図
5である。

回答の平均値は2.5～2.8と他の質問項目に比し
て著しく低く、全体の3～4割が否定的な回答であ
った。機構では評価結果を対象機関及び設置者に

提供するとともに、マスメディアへの記者発表、
印刷物の刊行、ウェブサイトの掲載等により広く
社会に公表してきたが、評価委員からは、マスメ
ディアによる報道を受けて、逆に大学の活動につ
いて誤解を生じる可能性があるというコメントす
ら寄せられている。

特に着目すべきは、入学希望者の活用の程度で
ある。その他の利害関係者と比較しても低い値と
なっており、最も活用してもらいたい者に活用さ
れていない状況は改善の余地がある。評価報告書
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を高校生やその保護者、産業界、国民一般が読む
には、その内容が難しく、また分量が多すぎて、
これらの人々が大学について知りたい情報が十分
含まれていると言える状態にはなっていないとい
う指摘もあった。評価担当者からも「社会に広く
読まれるような分かりやすい内容と形式にすべ
き」との意見も多く、評価報告書の内容、あるい
は評価報告書以外の公表の方法について、改善の
余地が残されている。

（5）総合的分析結果

分析結果を総合的に判断し、それをロジックダ
イアグラム上に表現したものが図6である。これ
まで分析してきた、ダイアグラムの中の「投入」
から下の階層に関して、問題がなく実施されたと
評価される要素は実線で囲んだままであるが、や
や問題が生じたと評価される要素は点線で囲んで
△印を、そして問題があると評価される要素は線
で囲まれずに×印を付した。

一番下の層で示されているように、目的の一つ
である「大学の教育研究活動等の改善」について
は、大学における改善にある程度の貢献が認めら
れること、大学のマネジメントや教職員の意識改
革への影響、及び大学の質の向上に関する間接的
な効果も存在することなどから、まだ十分な成果
の発現には時間を必要とするものの、おおむね達
成できていると考えられる。その成果の発現を阻
害する要因としては、ロジックダイアグラムに沿
った分析からは、大学の中での評価経験の蓄積、
評価の趣旨・制度等の浸透が挙げられる。前述の
ように、評価に携わる人間が一部にとどまり、ま
たそこからの情報共有が進まないという状況は設
計時には想定されていなかった。また、大学から
は、各大学の個性の促進についてより一層考慮す
ることが望まれており、評価側にも改善すべき点
が多く残されている。

一方、もう一つの目的である「広く国民の理解
と支持が得られるよう支援・促進」については、
利害関係者が評価結果を活用したという事例が十
分には確認できず、大学評価の仕組みや評価結果
に関する社会全般の理解度や活用のされ方という
点での課題が多く、達成されていない。この問題

は、ロジックダイアグラム上では、評価結果の公
表方法や、マスメディアによる報道がネックとし
て考えられる。これについては、そもそも「社会
は大学に関する情報を欲している」という前提が
形成されていたことも1つの原因と考えられる。
つまり、社会は大学のどんな情報でも良いという
のではなく、わかりやすい情報、必要とする情報
を求めていると言えるが、現在のニーズからそれ
をランキングという形に求めるのはあまりに安易
である。第三者評価機関でなくては提供し得ない、
しかも利害関係者が真に必要とする情報につい
て、高い質を保ち、必要な形で提供することが求
められている。

5. 作業負担の検討

本研究では当該評価の検証を行うためのロジッ
クダイアグラムを設定する際に、あえて投入とし
ての資源を考慮せず、作業負担という形でアウト
プットに配置して分析を行った。これは、機構に
よる試行的大学評価が今後の大学評価の基盤を作
るものであるために、投入資源は所与のものとし
てほとんど無視できたためである。しかし、実際
には資源は無限ではなく、評価側のみならず、評
価を受ける側の資源に関しても検討を行わなけれ
ばならない。作業負担が大きいという結果は、つ
まりは当初の投入資源の見積もり、あるいは評価
設計自体に無理があったということである。

評価に携わる者は、評価を受ける側も行う側も、
社会的に見ても能力が高く、評価に費やした時間
を他の業務に振り向ければどの程度の高い生産性
があるのかについても本来は検討すべきであろ
う。大学評価は、その生産性以上に効果がある事
業であることが求められるし、また評価の規模が
大きくなればなるほど、評価に費やされる資源も
増大する。そこで、ここでは今後の大学評価設計
の参考として、評価担当者が評価に要した時間を
算出し、検討を行う。

評価担当者は、2年間の評価期間中に、書面調
査等の評価作業に携わるだけでなく、各種の会議
に出席し、またヒアリングまたは訪問調査に参加
する。これらの評価活動に要した時間には、2001

大学評価・学位授与機構による試行的大学評価事業の評価
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年度から2002年度にかけての2サイクル目に行っ
た評価の中で、全学テーマの「研究活動面におけ
る社会との連携及び協力」、分野別教育評価の

「工学系」、分野別研究評価の「教育系」および
「法学系」のデータが利用可能であることから、
それらを使用した。評価担当者による質問紙への
回答であることから、あくまでも推測値である。

表2の結果を見ると、評価担当者がどの評価種
別においても平均しておよそ150時間以上を評価
に費やしていることがわかる。日数に換算すると
およそ1ヶ月であり、評価の主査、副主査を担当
している場合にはもっと多くの時間を費やしてい
ることを考えると、負担は極めて大きいと言わざ
るをえない。その主な原因は、研究成果の査読に
要した時間である。試行的評価に関しては各研究
者の研究成果を一定数出してもらい、それらをす
べてピア（当該分野を専門とする他の研究者）が
評価したことから、このような結果となっている。

対象機関あたりに要した時間に換算すると、全
学テーマ別評価では対象機関の数が多いために91

時間と一番少なく、そして分野別研究評価（教育
系）がおよそ3,122時間という結果になった。評価
担当者が評価に費やした時間だけでこれだけの大
きな負担であることから、評価対象機関の負担も
加えればより多くの資源が用いられたこととなる。

これらの値からは、例えば分野別研究評価を受
けた法学部では、少なくとも1,865時間の労力に
相当する効果をこの評価から得られなければ、社
会的に見て効果が生じていないこととなる。しか
し、たとえば評価の効果が長期間持続すれば、そ
の値は割り引かれるはずである。大学が定期的に
受けることが義務づけられている認証評価は、そ
の期間が7年間であり、そして国立大学法人が受
ける国立大学法人評価の中期目標期間は6年間で
ある。ここで単純に、対象機関あたり平均総作業
時間を6年間で割れば、表2の全学テーマ（研究連
携）、分野別教育（工学系）、分野別研究（教育系）、
同（法学系）の順に、それぞれ15.1時間、168時
間、520時間、311時間となり、それだけの費やさ
れた時間を1年間で取りかえさなければならない

大学評価・学位授与機構による試行的大学評価事業の評価

（注）費目分類は次のように対応する。なお、（固定）（変動）とは、評価規模による増減の有無を表す。�
　　　　　（固定）会議・打合せ：専門委員会、主査打合せ等�
　　　　　（変動）会議・打合せ：チーム・部会会議、説明会・研修会等�
　　　　　（変動）評価作業：書面調査、査読作業、判定等�
   　　 機関別チームとは評価対象機関別に構成されたグループを、研究分野別部会とは分野（教育学、法学等）の中のさらに細かい研究�
   　　 分野別に構成されたグループを示す。�
   　　 会議・打合せに関しては、本務からの移動時間を含めていることから、実質的な作業時間は表中の値の1/3程度である。�
   　　 評価作業は質問紙調査を元にした平均値で算出しており、中央値で算出すると3/4程度である。�
（出所）筆者作成 �
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表2 評価担当者の総機会費用
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ことになる。
ある程度予測可能な範囲内とも考えられるが、

研究評価は大きな負担を評価者に強いてしまった
こととなる。教育評価と比較しても、研究評価の特
に査読に相当する作業は軽減される必要がある。

6. まとめと提言

機構の試行的大学評価について詳細に評価を行
った結果、目的の一つである大学の教育研究活動
等の改善については、おおむね達成できていると
評価された。一方、もう一つの目的であるアカウ
ンタビリティの促進については、課題が未だ多く、
改善の余地があると評価された。

大学の質の向上については、大学内で一部の評
価担当者に作業が集中する弊害と、評価担当者の
経験と情報の蓄積を組織全体に浸透させる段階が
機能していないことが示された。機構としてはこ
のような評価に関する知識、経験の波及について、
大学により積極的に働きかけていく必要がある。

また、社会からの理解については、機構や大学
と、社会とを結ぶ重要な役割を担うマスメディア
に重要な役割を担ってもらわなければならないこ
とが、ロジックダイアグラム上からも明らかであ
り、マスメディアに対して評価の趣旨を十分に理
解してもらうよう努力することが必要である。ま
た、一方で、社会に対してそれとは別のロジック

（因果関係）を用意すること、つまり別のチャン
ネルを用意することも重要であろう。インタビュ
ー調査では、大学自らが情報を積極的に発信して
いる大学は、新聞等の報道をさほど問題視してい
なかった。このことから、大学自らの努力で社会
の理解と指示を得られるようにすることもまた必
要であると考えられる。

機構の新しい大学評価制度においても、社会へ
の因果関係をいかに成立させるかという点が懸案
事項であることに変わりはなく、広報活動の充実
等によって大学や社会に積極的な働きかけを行
い、また評価システムを改善していくことで対応
する必要がある。

機構の評価は大学の質の改善とアカウンタビリ
ティを目的としつつも、機構の役割はそれらの支

援でしかなく、機構は評価結果を公表することは
できても、そこから先の大学の質の改善とアカウ
ンタビリティの促進は大学の手に委ねられ、さら
に最終的な評価結果の活用は利害関係者に委ねら
れる。すなわち、ロジックダイアグラムの因果関
係の先の方、プログラムの実施者の手が届くか届
かないかという先に、成果の成就を決めるほとん
どの因果関係が存在するという状況にある。

認証評価の制度の中で、多くの認証評価機関は
大学の連合体という背景を有する一方で、機構は
独立行政法人という設置形態である。このことが、
大学の自律性との関係で、余計に協力関係を構築
しづらい、手を出そうにも出せない枷となってい
る。

機構は、大学評価に関してはあくまでも第三者
として、評価対象機関と利害関係者にどのような
情報を提供していくべきか、またどのような支援
を行っていくべきか、誰に対しても直接的関与は
しないにせよ、評価を通じて間接的に質的向上を
適切に支援していくという、難しい立ち振る舞い
が要求されている。作業負担や費用効果等の評価
の実施可能性とともに、大学評価の成果の発現ま
でを見越した評価システムの設計と、因果関係が
確実に成立し、成果が発現するような、すべての
評価の利害関係者等への間接的支援が必要である。
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Abstract

From academic years 2000 to 2003, the National Institution for Academic Degrees and University Evaluation
(NIAD-UE) implemented evaluations of selected universities on a trial basis. Evaluation can be regarded as an
intervention and subsequently the target of a program evaluation. After the NIAD-UE trial evaluation was
compleated, a meta-evaluation was conducted to clarify its outputs and outcomes, including successful aspects and
problems, through questionnaire surveys and interviews with the evaluators and the evaluated. As a result, it was
made clear that the process and the result of the evaluation had led to the improvement of universities, educational
and research activities. However, many of the persons engaged in the evaluation pointed out their considerable
burden. Apathy of both other university staff and the public about the evaluation also remained a problem for
making an effective evaluation system. Moreover, the concept of cost effectiveness should be introduced to the
new settings of university evaluations, because the evaluation cost was worse especially for research assessment.
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